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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の昇降路にエレベータを据え付ける際に用いる据付装置であって、
　前記エレベータの本設のかご床と、
　前記かご床に着脱自在に取り付けられる左右一対の仮設の立枠および仮設の作業用手摺
りと、
　その周囲に予め固定されている枠体を介して前記左右一対の立枠にそれぞれ着脱自在に
取り付けられる、昇降路内において前記かご床を昇降させるための一対のエンドレスウィ
ンチと、
を備え、
　前記枠体には、前記エンドレスウィンチから下方に延び出て垂下するワイヤロープが前
記手摺りおよび前記かご床の外側に延びるように案内するワイヤロープガイドが取り付け
られていることを特徴とするエレベータの据付装置。
【請求項２】
　前記枠体には、前記エンドレスウィンチを単体で揚重機として用いるための吊下手段が
設けられていることを特徴とする請求項１に記載したエレベータの据付装置。
【請求項３】
　前記枠体には、天井部材を支持するための天井支持手段が着脱自在に取り付けられてい
ることを特徴とする請求項１に記載したエレベータの据付装置。
【請求項４】
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　前記天井支持手段は、上下方向に相対変位自在に組み合わせされた複数の柱部材を具備
した、上下方向に伸縮自在な天井支持柱を有していることを特徴とする請求項３に記載し
たエレベータの据付装置。
【請求項５】
　前記天井支持柱は、昇降路の頂部から前記エンドレスウィンチに延びるワイヤロープに
接近させて配設されていることを特徴とする請求項４に記載したエレベータの据付装置。
【請求項６】
　前記天井支持手段は、水平方向に相対変位自在に組み合わせされた複数の梁部材を具備
　した天井支持体を有していることを特徴とする請求項３乃至５のいずれかに記載したエ
レベータの据付装置。
【請求項７】
　請求項１に記載したエレベータの据付装置を用いて建物の昇降路にエレベータを据え付
ける据付工法であって、
　前記エンドレスウィンチを揚重機として用いることにより、前記本設のかご床、前記左
右一対の仮設の立枠、および前記仮設の作業用手摺りを吊り下げて昇降路内にそれぞれ搬
入する工程と、
　前記本設のかご床、左右一対の立枠、および手摺りを一体に組み立てる工程と、
　前記かご床に組み付けた左右一対の立枠に、前記枠体を用いて前記一対のエンドレスウ
ィンチをそれぞれ取り付ける工程と、
　を備えることを特徴とするエレベータの据付工法。
【請求項８】
　請求項６に記載したエレベータの据付装置を用いて建物の昇降路にエレベータを据え付
ける据付工法であって、
　前記エンドレスウィンチの枠体に前記天井支持手段を取り付ける工程と、
　前記天井支持手段の支持柱の上下方向長さを調整する工程と、
　前記天井支持手段の支持梁の水平方向長さを調整する工程と、
　をさらに備えることを特徴とする請求項７に記載したエレベータの据付工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の昇降路にエレベータを据え付ける際に用いる据付装置およびそれを用
いた据付工法に関し、より詳しくは、本設のかご床とエンドレスウィンチを用いることに
より据付作業を効率よくかつ低コストに行う技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建物の昇降路にエレベータを据え付ける工法として、ゴンドラ工法や、本設のか
ご枠を利用する工法が用いられている。
【０００３】
　ゴンドラ工法においては、昇降路の頂部に懸垂機構を設けるとともに、この懸垂機構に
巻き掛けたワイヤロープによって作業用のゴンドラと釣合錘を釣瓶状に懸架し、ゴンドラ
を昇降させることによりガイドレールや機器類の据付を行う（下記特許文献１の「従来の
技術」欄を参照）。
【０００４】
　また、本設のかご枠を利用する工法においては、エレベータの据付作業にのみ利用する
作業床を本設のかご枠の上部に設置するとともに、かご枠に取り付けた左右一対のエンド
レスウィンチによってかご枠および作業床を一体に昇降させ、ガイドレールや機器類の据
付を行う（下記特許文献２を参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開平８－２４５１１６号公報
【特許文献２】特開平９－２７２６７１号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上述したゴンドラ工法においては、規格型エレベータの昇降路寸法に合わせ
たゴンドラが予め用意されている。そのため、昇降路寸法が特殊なオーダー型エレベータ
や、病院等において寝台やストレッチャー等を載せる寝台用エレベータを据え付ける際に
は、既存のゴンドラを間口方向および奥行き方向に伸張させて使用する必要がある。
　しかしながら、既存のゴンドラを一杯に伸張させても昇降路の内壁面まで届かないこと
があり、レールブラケット取付作業を行う作業員がゴンドラから大きく身を乗り出して作
業せざるを得ない場合があった。
【０００７】
　また、据付作業が完了すると、ゴンドラを解体して工場に返却し整備修復するが、構成
部品の多いゴンドラの整備修復には多大な時間および費用を必要とする。
　さらに、次の据付作業までゴンドラを保管する際には、その間口方向および奥行き方向
の寸法を一杯に縮めるものの、１台のゴンドラが占有する面積は大きく、かなりの保管ス
ペースを必要とする。
【０００８】
　さらに、上述した本設のかご枠を利用する工法においては、本設のかご枠とは別個に作
業床を製作する必要があるため、製作コストがかさんでしまう。
　加えて、本設かご枠の上方に作業床を固定するために作業床を揚重機で吊上げる作業や
、昇降路の内部に作業床を搬入して組み立てたり分解して搬出したりする作業が煩雑であ
る。
【０００９】
　そこで本発明の目的は、上述した従来技術が有する様々な問題点を解消することができ
る、エレベータの本設のかご床とエンドレスウィンチを用いる形式のエレベータ据付装置
およびそれを用いた据付工法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するための請求項１に記載した手段は、
　建物の昇降路にエレベータを据え付ける際に用いる据付装置であって、
　前記エレベータの本設のかご床と、
　前記かご床に着脱自在に取り付けられる左右一対の仮設の立枠および仮設の作業用手摺
りと、
　その周囲に予め固定されている枠体を介して前記左右一対の仮設の立枠にそれぞれ着脱
自在に取り付けられる、昇降路内において前記かご床を昇降させるための一対のエンドレ
スウィンチと、を備えることを特徴とする。
　なお、本設のかご床とは、仮に設置するものではなく、完成したエレベータの乗りかご
の床部分を実際に構成する部分であり、かご枠の一部を構成する下梁、床受け枠、防振ゴ
ム、ガイドレールと係合する案内手段および安全手段を含めることができる。
　また、請求項１に記載した手段は、上述したエレベータの据付装置の前記枠体に、前記
エンドレスウィンチから延び出て垂下するワイヤロープが前記手摺りおよび前記かご床の
外側に延びるように案内するワイヤロープガイドが取り付けられていることを特徴とする
。
【００１１】
　すなわち、請求項１に記載したエレベータの据付装置は、エレベータの本設のかご床を
用いるものであるから、エレベータを据え付ける昇降路の寸法に合致しており、その上に
　乗った作業員が手摺りから身を乗り出して据付作業をする必要がない。
　また、本設のかご床に追加して昇降路に搬入する部品は、左右一対の仮設の立枠と仮設
の作業用手摺りだけであり、据付作業を効率よく行うことができる。
　さらに、据付作業後に工場に返却して整備修復し保管する部品も、左右一対の仮設の立
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枠と仮設の作業用手摺りだけであるから、その製作や整備修復にかかる費用、および保管
に必要なスペースを大幅に削減することができる。
　加えて、エンドレスウィンチに予め枠体が固定されているから、この枠体を用いて左右
一対の仮設の立枠に取り付けることができるばかりでなく、次述する天井支持手段、ワイ
ヤロープガイド、アイボルト等、ウィンチ本体には取り付けが困難な様々な部品を取り付
けることができる。
　また、請求項１に記載したエレベータの据付装置においては、エンドレスウィンチに固
定されている枠体の上部にワイヤロープガイドを取り付けることができる。
　これにより、エンドレスウィンチから延び出て垂下するワイヤロープが、仮設の作業用
手摺りや本設のかご床等に絡むことなく昇降路の下部へ延びるようにすることができる。
【００１２】
　また、請求項２に記載した手段は、請求項１に記載したエレベータの据付装置の前記枠
体に、前記エンドレスウィンチを単体で揚重機として用いるための吊下手段を追加的に設
けたことを特徴とする。
　なお、吊下手段は揚重用の玉掛けワイヤを取り付けることができるものであれば良く、
アイボルト、環付きフック、Ｕボルト等の既製品に限らず、鋼材を組み合わせて製作する
こともできる。
【００１３】
　すなわち、請求項２に記載したエレベータの据付装置によれば、昇降路の天井から垂下
したワイヤロープによってエンドレスウィンチを昇降路内に吊り下げるとともに、枠体に
設けた吊下手段によって様々な部品を吊り下げることができる。
　これにより、左右一対の立枠に固定する前のエンドレスウィンチを揚重機として活用し
、本設のかご床を構成する部品や、左右一対の仮設の立枠、仮設の作業用手摺り等を昇降
路に搬入する作業を行うことができるから、据付作業を効率よく行うことができる。
【００１４】
　また、請求項３に記載した手段は、請求項１に記載したエレベータの据付装置の前記枠
体に天井部材を支持するための天井支持手段を着脱自在に取り付けたことを特徴とする。
　なお、天井部材はかご床に乗って作業している作業員を上方から保護する、例えば複数
の板状部材であり、天井支持手段とはこれらの板状部材を支持するための柱や梁を組み合
わせたものである。
【００１５】
　すなわち、請求項３に記載したエレベータの据付装置は、エンドレスウィンチに予め固
定されている枠体に天井支持手段を取り付けるものであり、かつこの枠体は左右一対の立
枠にそれぞれ固定されるから、天井支持手段は枠体を介して左右一対の立枠に支持される
ことになる。
　これにより、天井支持手段を左右一対の立枠に取り付けるための専用の部材は必要なく
、据付装置の構造を簡単なものとすることができる。
【００１６】
　また、請求項４に記載した手段は、請求項３に記載したエレベータの据付装置における
前記天井支持手段が、上下方向に相対変位自在に組み合わされた複数の柱部材を具備した
、上下方向に伸縮自在な天井支持柱を有していることを特徴とする。
【００１７】
　すなわち、請求項４に記載したエレベータの据付装置においては、天井支持柱を上下方
向に伸縮させることによって、本設のかご床と天井部材との間の距離を自在に調整するこ
とができる。
　これにより、昇降路の頂部において巻上機、制御盤、各種機器類、配線等を取り付ける
作業を行うときに、昇降路内において本設のかご床を最適な位置まで上昇させて作業員の
背丈に合わせることができるから、据付作業をより一層効率的に行うことができる。
【００１８】
　また、請求項５に記載した手段は、請求項４に記載したエレベータの据付装置における
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前記天井支持柱が、昇降路の頂部から前記エンドレスウィンチへと延びるワイヤロープに
接近して配設されていることを特徴とする。
【００１９】
　すなわち、請求項５に記載したエレベータの据付装置においては、枠体を介してエンド
レスウィンチの上部に天井支持手段を取り付けるから、エンドレスウィンチを吊り下げて
いるワイヤロープと天井支持柱とを接近させて配設することができる。
　したがって、かご床に乗っている作業員がワイヤロープに接触したりワイヤロープを不
用意に掴んだりしないように保護することが可能となる。
【００２０】
　また、請求項６に記載した手段は、請求項３乃至５のいずれかに記載したエレベータの
据付装置における前記天井支持手段が、水平方向に相対変位自在に組み合わせされた複数
の梁部材を具備した天井支持体を有していることを特徴とする。
【００２１】
　すなわち、請求項６に記載したエレベータの据付装置においては、天井支持体を水平方
向に伸縮させることによって、昇降路の内壁面と天井部材の先端との間の水平方向距離を
自在に調整することができる。
　これにより、昇降路の頂部において巻上機、制御盤、各種機器類、配線等を取り付ける
作業を行うときに、昇降路の内壁面と天井部材の先端との間の距離を広げることができる
から、据付作業をより一層効率的に行うことができる。
【００２４】
　また、請求項７に記載した手段は、請求項１に記載したエレベータの据付装置を用いて
建物の昇降路にエレベータを据え付ける据付工法であって、
　前記エンドレスウィンチを揚重機として用いることにより、前記本設のかご床、前記左
右一対の仮設の立枠、および前記仮設の作業用手摺りを吊り下げて昇降路内にそれぞれ搬
入する工程と、
　前記本設のかご床、左右一対の仮設の立枠、および仮設の作業用手摺りを一体に組み立
てる工程と、
　前記左右一対の仮設の立枠に、前記枠体を介して前記一対のエンドレスウィンチをそれ
ぞれ取り付ける工程と、を備えることを特徴とする。
【００２５】
　すなわち、請求項７に記載したエレベータの据付工法においては、左右一対の仮設の立
枠に取り付ける前のエンドレスウィンチを揚重機として用いて、本設のかご床、左右一対
の仮設の立枠、および仮設の作業用手摺りを吊り下げて昇降路内にそれぞれ搬入する。
　そして、搬入に用いたエンドレスウィンチは、その枠体を介して左右一対の仮設の立枠
にそのまま取り付けることができる。
　これにより、エレベータ据付作業の最初の段階を極めて効率よく行うことができる。
【００２６】
　また、請求項８に記載した手段は、請求項６に記載したエレベータの据付装置を用いて
建物の昇降路にエレベータを据え付ける据付工法であって、
　前記エンドレスウィンチの枠体に前記天井支持手段を取り付ける工程と、
　前記天井支持手段の支持柱の上下方向長さを調整する工程と、
　前記天井支持手段の支持梁の水平方向長さを調整する工程と、
をさらに備えることを特徴とする。
【００２７】
　すなわち、請求項８に記載したエレベータの据付工法においては、天井支持柱を上下方
向に伸縮させることによって本設のかご床と天井部材との間の上下方向距離を自在に調整
することができるとともに、天井支持体を水平方向に伸縮させることによって昇降路の内
壁面と天井部材の先端との間の水平方向距離を自在に調整することができる。
　これにより、昇降路の頂部において巻上機、制御盤、各種機器類、配線等を取り付ける
作業を行うときには、昇降路内において本設のかご床を最適な位置まで上昇させて作業員
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の背丈に合わせることができるとともに、昇降路の内壁面と天井の先端との間の隙間を広
げることができるから、据付作業をより一層効率的に行うことができる。
【発明の効果】
【００２８】
　以上の説明から明らかなように、本発明によれば、エレベータの据付作業を効率よく行
うことができるとともに、その製作、搬入搬出、整備修復および保管が容易かつ低コスト
なエレベータの据付装置およびそれを用いたエレベータの据付工法を提供することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、図１乃至図１２を参照し、本発明に係るエレベータの据付装置およびそれを用い
た据付工法の一実施形態について詳細に説明する。
　なお、以下の説明においては、同一の部分に同一の参照符号を用いて重複する説明を省
略する。
【００３０】
　図１に示した本実施形態のエレベータ据付装置１００は、建物に設けた昇降路１の内部
にエレベータを据え付ける際に用いる装置であって、昇降路底部のバッファ台２から上方
に延びる左右一対のかご側ガイドレール３Ｌ，３Ｒに沿って昇降することができる。
　また、昇降路の頂部に水平に掛け渡された吊元梁４から垂下する駆動用ワイヤロープ５
および安全装置用ワイヤロープ６とそれぞれ係合し、その昇降および安全確保を行うこと
ができる。
【００３１】
　また、図２に拡大して示したように、この据付装置１００は、かご床組立体１０、左右
一対のエンドレスウィンチ組立体２０Ｌ，２０Ｒ、左右一対の天井支持柱３０Ｌ，３０Ｒ
、および天井支持体４０を備えている。
【００３２】
　かご床組立体１０は、昇降路１に据え付けるエレベータのかご枠の一部を構成する本設
の下梁１１、乗りかごの一部を構成する本設の床受け枠１２、防振ゴム（図示せず）、か
ご床１３、左右一対の仮設の立枠１４Ｌ，１４Ｒ、仮設の作業用手摺り１５、かご側ガイ
ドレール３Ｌ，３Ｒに係合する案内手段（図示せず）および安全手段（図示せず）を一体
に組み立てたものである。
　このとき、左右一対の仮設の立枠１４Ｌ，１４Ｒの上下方向長さは、エレベータのかご
枠を構成する本設の立枠よりも短く、昇降路１の内壁面にかご側ガイドレール３Ｌ，３Ｒ
を固定する作業に支障が生じないようになっている。
　また、仮設の作業用手摺り１５は、かご床１３の上面に貫設されている巾木取付孔を用
いて固定され、かつ作業員用の出入口を構成する開閉扉１６が開閉自在かつ施錠可能に設
けられている。
【００３３】
　左右一対のエンドレスウィンチ組立体２０Ｌ，２０Ｒは、図３に示したように、従来使
用されているウィンチ本体２１に、複数のピン２２を用いて、厚い鋼板を折り曲げて成形
した上部枠体２３および下部枠体２４を固定するとともに、ボルトＢにより上部枠体２３
および下部枠体２４を一体に接続したものである。
　また、上部枠体２３には、鋼管をＵ字形に湾曲させたワイヤロープガイド２５が着脱自
在に取り付けられており、エンドレスウィンチの駆動部分から上方に延び出て垂下する駆
動用ワイヤロープ５が、作業用手摺り１５やかご床１３等に絡むことなく下方に延びるよ
うに案内している。
　さらに、下部枠体２４には、このエンドレスウィンチ組立体２０を単体で揚重機として
用いることができるようにするアイボルト（吊下手段）２６と、作業階の床面上での移動
を容易にするキャスタ車輪２７とが取り付けられている。
　さらにまた、左右一対のエンドレスウィンチ組立体２０Ｌ，２０Ｒは、図４に示したよ
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うに、上部枠体２３に接続した上側ブラケット２８および下部枠体２４に接続した下側ブ
ラケット２９により、左右一対の仮設の立枠１４Ｌ，１４Ｒにそれぞれ固定することがで
きる。
【００３４】
　左右一対の天井支持柱３０Ｌ，３０Ｒは、図４および図５に示したように、上部枠体２
３の上面にブラケット３１を用いて固定されて上方に延びる下側柱部材３２と、この下側
柱部材３２に対して上下方向に相対変位自在に支持された中間柱部材３３と、この中間柱
部材３３に対して上下方向に相対変位自在に支持された上側柱部材３４とをそれぞれ有し
ており、支持腕３５を介して左右一対の仮設の立枠１４Ｌ，１４Ｒの上端部に接続されて
いる。
　これにより、天井支持柱３０Ｌ，３０Ｒはその全体が上下方向に伸縮することができ、
かご床１３と天井支持体４０との間の上下方向距離を調整することができる。
　また、天井支持柱３０Ｌ，３０Ｒは、昇降路１の頂部から下方に延びる駆動用ワイヤロ
ープ５に接近して配設されており、かご床組立体１０上の作業員が駆動ロープ５に接触し
たり不用意に掴んだりしないように保護する役割を果たしている。
　なお、天井支持柱３０Ｌ，３０Ｒに駆動用ワイヤロープ５と摺動自在に係合する案内部
材を設けることにより、駆動用ワイヤロープ５を案内する案内手段として活用することも
できる。
【００３５】
　天井支持体４０は、例えばパンチメタル板のような図示されない天井部材を支持するた
めのもので、図２および図５に示したように、左右一対の上側支持柱３４の上端部にそれ
ぞれ接続されて水平に延びる中央支持体４１と、この中央支持体４１に対して水平方向に
相対変位自在に組み合わせされた複数の端部支持体４２とを具備している。
　これにより、端部支持体４２の先端、したがって図示されない天井部材の先端と昇降路
１の内壁面との間の水平方向距離を必要に応じて変更することができる。
【００３６】
　次に、図７～図１２を参照し、本実施形態の据付装置１００を用いて昇降路１にエレベ
ータを据え付ける工法の作業手順について説明する。
【００３７】
　図７～図９にフロー図として示したエレベータ据付工法においては、その第１工程（以
下、Ｓ１等と表す）においてエレベータ据付作業に用いる様々な資材を昇降路１の底部ピ
ットに搬入した後、Ｓ２において昇降路１の頂部にある吊元梁４から駆動用ワイヤロープ
５および安全装置用ワイヤロープ６を垂下させる。
　このとき、図１０に示したように、吊元梁４に固定されている天井フック７に環付きフ
ック８およびシャックル９を用いて両ワイヤロープ５，６を吊り下げることができる。
　そして、Ｓ３において駆動用ワイヤロープ５の下端部を手繰り寄せ、その先端をウィン
チ本体２１に挿入してウィンチ本体２１の電動機を作動させると、図１１に示したように
エンドレスウィンチ組立体２０を揚重機として用いる準備が整う。
　このとき、ワイヤロープガイド２５を取り外しておくこともできる。
【００３８】
　Ｓ４～Ｓ６においては、図１２に示したようにエンドレスウィンチ組立体２０を揚重機
として用いることにより、本設の下梁１１，本設の床受け枠１２、防振ゴム、かご床１３
、左右一対の仮設の立枠１４Ｌ，１４Ｒ、仮設の作業用手摺り１５、左右一対の天井支持
柱３０Ｌ，３０Ｒ、天井支持体４０、天井部材等を昇降路１の底部ピットに搬入する。
　すなわち、本実施形態の据付装置１００においては、エンドレスウィンチ組立体２０の
下部枠体２４にアイボルト２６を設けているので、エンドレスウィンチ組立体２０を単体
で揚重機として用いることができ、エレベータ据付作業の最初の段階を効率よく進めるこ
とができる。
【００３９】
　Ｓ７～Ｓ９においては、昇降路１の底部ピットに搬入した本設の下梁１１，本設の床受
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け枠１２、防振ゴム、かご床１３、左右一対の仮設の立枠１４Ｌ，１４Ｒ、仮設の作業用
手摺り１５等を一体に組み立てる。
　そして、左右一対のエンドレスウィンチ組立体２０Ｌ，２０Ｒをそれぞれ駆動用ワイヤ
ロープ５によって吊り下げつつ、各枠体２３，２４に取り付けたブラケット２８，２９を
介して左右一対の仮設の立枠１４Ｌ，１４Ｒの所定位置に取り付ける。
　すなわち、本実施形態の据付装置１００においては、エンドレスウィンチ組立体２０に
枠体２３，２４が予め固定されているので、ブラケット２８，２９を介した立枠１４Ｌ，
１４Ｒへの取り付けを容易に行うことができる。
【００４０】
　Ｓ９の最後において各エンドレスウィンチ組立体２０Ｌ，２０Ｒから駆動用ワイヤロー
プ５を一旦抜き取ることにより、Ｓ１０における上部枠体２３の上面への各天井支持柱３
０Ｌ，３０Ｒの取り付け、および各天井支持柱３０Ｌ，３０Ｒへの天井支持体４０の取り
付け、天井支持体４０への天井部材の取り付けを容易に行うことができる。
　すなわち、本実施形態の据付装置１００においては、エンドレスウィンチ組立体２０Ｌ
，２０Ｒに上部枠体２３が予め固定されているので、各天井支持柱３０Ｌ，３０Ｒの取り
付けを容易に行うことができる。
【００４１】
　そして、Ｓ１１において駆動用ワイヤロープ５を再び各エンドレスウィンチ組立体２０
Ｌ，２０Ｒに差し込むとともに、安全装置用ワイヤロープ６を下梁１１に設けられている
安全手段（図示せず）に差し込むことにより、Ｓ１２において本実施形態の据付装置１０
０の試運転を行う準備が完了する。
【００４２】
　なお、駆動用ワイヤロープ５が各天井支持柱３０Ｌ，３０Ｒの近傍において上下方向に
延びているので、かご床１３上の作業員が駆動用ワイヤロープ５に接触したり不用意に掴
んだりすることを確実に防止できる。
　また、各エンドレスウィンチ組立体２０Ｌ，２０Ｒから上方に延び出て垂下する駆動用
ワイヤロープ５が、ワイヤロープガイド２５に案内されて作業用手摺り１５およびかご床
１３の外側に延びるので、駆動用ワイヤロープ５が作業用手摺り１５およびかご床１３等
に絡むこと確実に防止できる。
【００４３】
　また、本実施形態の据付装置１００を運転して昇降させることにより、図８～図９のＳ
１３～Ｓ３２に示した、昇降路１にエレベータを据え付ける一連の作業工程を順次行うこ
とができる。
　このとき、本実施形態のエレベータの据付装置１００およびそれを用いた据付工法は、
エレベータの本設のかご床１３を用いるものであるから、エレベータを据え付ける昇降路
の寸法に合致しており、その上に乗った作業員が作業用手摺り１５から身を乗り出して据
付作業を行う必要がない。
【００４４】
　また、天井支持柱３０Ｌ，３０Ｒを上下方向に伸縮させることによりかご床組立体１０
と天井支持体４０との間の上下方向距離を自在に調整することができるとともに、天井支
持体４０を水平方向に伸縮させることによって昇降路１の内壁面と天井部材の先端との間
の水平方向距離を自在に調整することができる。
　これにより、昇降路１の頂部において巻上機、制御盤、各種機器類、配線等を取り付け
る作業を行うときには、天井支持体４０を低めに配置し、昇降路１内においてかご床組立
体１０を最適な位置まで上昇させて作業員の背丈に合わせることができるとともに、昇降
路１の内壁面と天井部材の先端との間の隙間を広げて作業スペースを確保することができ
るから、据付作業をより一層効率的に行うことができる。
【００４５】
　さらに、据付作業の最終段階であるＳ３３において天井部材、天井支持体４０，各天井
支持柱３０Ｌ，３０Ｒ、エンドレスウィンチ組立体２０Ｌ，２０Ｒ、仮設の立枠１４Ｌ，



(9) JP 4921810 B2 2012.4.25

10

20

30

40

50

１４Ｒ，作業用手摺り１５を順に取り外す。
　そして、エンドレスウィンチ組立体２０の単体を揚重機として用いることにより、これ
らの部材を昇降路１の外へと搬出することができる。
　さらに、工場に返却して整備修復し保管する部品は、天井部材、天井支持体４０，各天
井支持柱３０Ｌ，３０Ｒ、エンドレスウィンチ組立体２０Ｌ，２０Ｒ、仮設の立枠１４Ｌ
，１４Ｒ，仮設の作業用手摺り１５だけであるから、その整備修復にかかる費用、および
保管に必要なスペースを大幅に削減することができる。
【００４６】
　次いで、Ｓ３４，Ｓ３５においてエレベータのかご枠を構成する本設の立枠および上梁
を搬入して組み立てるとともに、Ｓ３６において乗りかごを構成する部品を順次搬入して
組み立てる。
　そして、主ロープをかご枠の上梁に接続することにより、昇降路１にエレベータを据え
付ける作業がほぼ完了する。
【００４７】
　以上、本発明に係るエレベータの据付装置およびそれを用いた据付工法の一実施形態に
ついて詳しく説明したが、本発明は上述した実施形態によって限定されるものではなく、
種々の変更が可能であることは言うまでもない。
　例えば、上述した実施形態においては、エンドレスウィンチ組立体２０Ｌ，２０Ｒを吊
り下げている駆動用ワイヤロープ５が、天井支持柱３０Ｌ，３０Ｒを構成している柱部材
３２，３３，３４の外側表面に沿って上下方向に延びている。
　これに対して、入れ子式に組み合わせた複数の筒状部材から天井支持柱２０Ｌ，２０Ｒ
を組み立てるとともに、これらの筒状部材の内側に駆動用ワイヤロープ５を挿通する構造
とすることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の装置を用いて据付作業を行う状態を示す斜視図。
【図２】図１に示した据付装置を拡大して示す斜視図。
【図３】エンドレスウィンチを示す（ａ）左側面図および（ｂ）正面図。
【図４】エンドレスウィンチを立枠に取り付けた状態を示す正面図。
【図５】エンドレスウィンチを立枠に取り付けた状態を示す右側面図。
【図６】天井を全体的に下げるとともに、その前端を後退させた状態で示す斜視図。
【図７】エレベータ据付工法を示すフローチャート。
【図８】エレベータ据付工法を示すフローチャート。
【図９】エレベータ据付工法を示すフローチャート。
【図１０】吊元部分を拡大して示す斜視図。
【図１１】エンドレスウィンチを単品状態で示す正面図。
【図１２】単品のエンドレスウィンチを揚重機として用いた状態を示す図。
【符号の説明】
【００４９】
　　１　昇降路
　　２　バッファ台
　　３Ｌ，３Ｒ　かご側ガイドレール
　　４　吊元梁
　　５　駆動用ワイヤロープ
　　６　安全装置用ワイヤロープ
　　７　天井フック
　　８　環付きフック
　　９　シャックル
　１０　かご床組立体
　１１　下梁
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　１２　床受け枠
　１３　かご床
　１４Ｌ，１４Ｒ　仮設の立枠
　１５　仮設の作業用手摺り
　１６　開閉扉
　２０Ｌ，２０Ｒ　エンドレスウィンチ組立体
　２１　ウィンチ本体
　２２　ピン
　２３　上部枠体
　２４　下部枠体
　２５　ワイヤロープガイド
　２６　アイボルト（吊下手段）
　２７　キャスタ車輪
　２８，２９　ブラケット
　３０Ｌ，３０Ｒ　天井支持柱
　３１　ブラケット
　３２　下側柱部材
　３３　中間柱部材
　３４　上側柱部材
　３５　支持腕
　４０　天井支持体
　４１　中央支持体
　４２　端部支持体
１００　一実施形態のエレベータ据付装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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